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令和５年度第３回北区子ども・子育て会議 議事要旨  

（令和５年度第３回（通算 43 回）北区子ども・子育て会議）  

  

 

［開催日時］ 令和５年１１月６日（月）午後 ６時３０分～午後８時２１分  

 

［開催場所］ 北とぴあ１５階ペガサスホール  

 

［次  第］  

１ 開会  

２ 子ども・子育て施策等に関する報告事項  

①（仮称）北区子ども・子育て支援総合計画（案）について  

②（仮称）北区子ども条例について  

③北区子ども・子育て支援計画２０２０の令和４年度実績について  

④北区子どもの未来応援プランの令和４年度実績について  

３ その他  

４ 閉会  

 

［出席者］  岩崎美智子 会長  石黒万里子副会長  田崎 郁恵 委員  

  辻村 真実 委員  中村 章子 委員  我妻 澄江 委員  

  漆原 浩子 委員  太田 京子 委員  影澤 博明 委員  

  鈴木 將雄 委員  田邉  茂 委員  宮田 理英 委員  

  大島 幸子 委員  奥村  宏 委員  關口 泰正 委員  

  野田  忠 委員  

 

［資料一覧］  

 

資料 1-① 
【１／３】北区子ども・子育て支援総合計画２０２４（案）【令和５

年１１月版】 

資料 1-② 
【２／３】北区子ども・子育て支援総合計画２０２４（案）【令和５

年１１月版】 

資料 1-③ 
【３／３】北区子ども・子育て支援総合計画２０２４（案）【令和５

年１１月版】 

資料 1-④ 修正内容一覧【第２章部分】 

資料 2 （仮称）北区子ども条例の基本的な考え方（案） 

資料 3-① 
北区子ども・子育て支援計画２０２０（次世代育成支援行動計画）令

和４年度実績報告 

資料 3-② 
北区子ども・子育て支援計画２０２０（子ども・子育て支援事業計画）

令和４年度実績報告 
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資料 4 北区子どもの未来応援プラン令和４年度実績報告 
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【会長】 

 皆様、こんばんは。 

 それでは、定刻になりましたので、令和５年度第３回、通算第４３回目の北区子ども・

子育て会議を開会いたします。 

 本日もお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。（仮称）北区子ども・子育

て支援総合計画２０２４の策定も、いよいよ大詰めとなりました。本日ご議論いただく内

容を踏まえて、最終的に事務局で調整をしていただき、それを子ども・子育て会議の答申

として、区長及び教育委員会に報告できればと思います。また、（仮称）北区子ども条例に

ついてもご意見等をいただければと思います。どうぞ遠慮なくご発言いただいて、活発な

議論が交わせればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、事務局からお願いいたします。 

 

【事務局】 

 では、事務局です。本日の出欠状況の報告と、本日お手元に配付しています資料の確認

をします。 

 まず、本日の出欠確認からです。本日は出席者１５名、欠席者２名で、北区子ども・子

育て会議の定数の過半数を超えていますので、定足数を満たしていることを報告いたしま

す。 

 では、続きまして、本日席上に配付いたしました資料の確認をいたします。まず、ホチ

キス留めのＡ４資料、最初のページ、次第をご覧ください。次第の下のほう、資料一覧の

表がございます。こちらをご覧いただきながら、資料確認したいと思います。 

 まず、資料１－①から、資料１－③まで、事前郵送資料です。続きまして、次第の下の

表の資料１－④、資料２については、この次第の後ろのページにつづってございます。そ

れから、資料３－①、②、資料４、こちらＡ４のホチキス留めの資料です。そして、Ａ３

の１枚、右上に当日差し替えと書いてある資料、Ａ４、１枚配付してございます。それか

ら、出席委員の席次表、Ａ４、１枚です。 

 以上、配付資料の確認です。不足等ございましたら、お知らせください。 

 それから、本日、子ども・子育て支援計画２０２０と、北区子どもの未来応援プラン２

冊、計画冊子お持ちいただくようにお願いしていますが、お持ちでない方に貸出用ござい

ますので、挙手いただけますでしょうか。 

 では、事務局からは以上です。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、次第の２、子ども・子育て施策等に関する報告事項ということで、①（仮称）

北区子ども・子育て支援総合計画（案）について、事務局からご報告をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 では、お世話になります。本日もよろしくお願いいたします。なるべく端的な説明を心

がけてまいります。ご不明な点は、質疑の中で対応したいと思います。よろしくお願いい
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たします。 

 まず、全体の体裁のお話をさせてください。前回の会議で、太字で強調されている文字

とそうでない文字が混在されることについてご意見いただきました。私、その際の説明が

誤っていましたので、訂正させてください。会議に提示する資料で、このような状況が生

じてしまう理由ですが、この作成を委託している業者さんの使用する、これがユニバーサ

ルデザインフォントというものなんですが、それが区のほうのパソコンに入っていないの

で、どうしても区のほうで修正をかけたりすると、こういった太字のものと太字ではない

ものとが混在してしまいます。実際、成果物になった際には、本日資料１－③の２ページ

から始まる第１章というのが、これがフォントがきちんときれいに整った形です、１章の

ところだけ。２章になると、またフォントががちゃがちゃになってくるんですけれど、１

章のところのような形にはなるので、そういったことでご理解をいただければありがたい

かなと思います。 また、冊子の色遣いについてです。資料では、度々強調したい箇所を

青だったりオレンジだったり、何か色をつけたりして資料を作ってきたんですが、成果物

といたしましては、現行計画と同様、いわゆる１色刷りといったような形になりますので、

その点もご理解いただければと思います。 

 また、今回、前回資料等の修正を赤字で行っている箇所と、青字で行っている箇所がご

ざいます。これは、事務局の事務作業上の都合で分けてございまして、現在、この当計画

と併せて検討を進めてございます、教育ビジョンと連動して修正を行う箇所は青字として

いるということだけの話ですので、それもご理解ください。あくまでもこちらの事務作業

上の都合です。赤だろうが青だろうが、前回から変わっていることを示したところです。 

 では、第１章から順に、基本、前回との変更箇所を説明いたします。今回も右下にあり

ます大きい数字のページで説明を行います。また、第２章のうち、赤字で分かりにくい箇

所については、資料１－④という修正内容一覧を作っていますので、併せてご確認いただ

けるとありがたいです。 

 では、４ページの一番下の段落です。これは４ページのほう、よろしいでしょうか。１

／３というものからですね。それの４ページです。 

 一番下のところの段落、網かけがございますが、これは国の計画の策定時期が現段階で

は不明で、今後明らかに校正の必要がある箇所を網かけにしているというものですので、

そのようにご認識ください。 

 次、７ページをご覧いただけますでしょうか。説明文の配置箇所を、一番下にあったも

のを上に組み込んだというだけのお話です。そのほうが分かりやすいかなといったような

判断です。 

 次です。１１ページをご覧いただけますでしょうか。 

 答申をいただいた後に、パブリックコメントを実施いたしますが、おおむね目安の日程

が決まりましたので、この場でご報告します。１２月１１日から年明け１月１６日までと

いったようなことで、今のところ、あくまで予定ではございますが、このようなことで予

定しているということです。 

 次です。１３ページをご覧いただけますでしょうか。第２章に進みます。 

 前回の会議でも様々ご意見をいただきました。大きくは表示する期間、対象とする期間

がばらばらだったんですが、できれば平成２２年からデータを取って表示すると。ただ、
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表示が見にくくなってしまう場合には、平成２６年からとするなど、一応、統一を図った

といったようなことです。お気づきの点などありましたら、ご意見いただけると助かりま

す。 

 ２５ページだけ文言の修正をさせてください。２５ページです。幼稚園の利用状況とい

ったページになろうかと思います。 

 こちら、赤字で修正した以外にも修正箇所がございます。本日発覚したもので申し訳な

いです。２つ、上下にグラフがございまして、上のグラフの米印のところです。説明書き、

「平成２９年以降は、さくらだ幼稚園がこども園に以降したため」と、そんな言葉があろ

うかと思うんですが、まず、さくらだこども園が認定こども園に移行したということで、

「認定」が入ります。こども園だけだと不適切な言い方となってしまうため、また「認定

こども園に以降したため」、この「以降」の漢字がまた違っているといったようなことでご

ざいまして、今回以降修正しますので、申し訳ございませんでした。 

 次です。２８ページからの現行計画の説明です。いろいろと文言の修正を行ってござい

ます。 

 ４０ページに進みます。 

 ４０ページからは、昨年度行ったニーズ調査の結果を示してございます。赤枠で囲った

表というのが前回と変更があったものですが、主な変更の内容といたしましては、現行の

計画の冊子と合わせまして、前回調査との比較が分かるような形にしたということ、また、

目盛りをそろえるなど、体裁を整えたということです。 

 ただ、６５ページ、ご覧いただけますでしょうか。独り親支援の項目についてです。独

自に調査を行っている調査項目として、今回この６５ページについては、新たに追記した

ものです。せっかく独り親の調査をやっていまして、いわゆる独り親ではない世帯と比較

して、様々、表は盛り込んでいるんですが、独自に行った部分についてこの表を入れてみ

ました。 

 次、８０ページをご覧いただけますでしょうか。子ども・子育てを取り巻く課題という

ところになります。 

 ②でございまして、教育の場におけるというタイトルがあったんですが、これ、そもそ

も今回の次世代育成支援行動計画では、教育の場における子育ちの支援という項目と、自

己実現の場と体験機会の提供と、２つの項目がありまして、前回はこの項目を合わせた形

で表記をしたんです。ただ、表記しますと、分かりにくいタイトルになってしまいますの

で、これを区内部で改めて検討しまして、次世代育成支援行動計画のとおり、ちゃんと項

目を分けて書いたほうがいいのではないかということで、②、③といったことで、自己実

現と体験機会の提供という項目もしっかり立てて、きちんと記載したといったようなこと

です。 

 次です。８２ページに進んでいただけますでしょうか。⑥です。若者を対象としたアン

ケートの結果ですとか、今後就労支援などを積極的に進めることなどを踏まえまして、社

会的自立と就労支援の充実といった項目を立てまして、若者の経済的な自立について述べ

る形を取りました。 

 次、８４ページにお進みいただけますでしょうか。中段よりやや下のところ、④で、保

護者の経済的負担の軽減といったようなところがございます。この黒字のところ、安心し
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て妊娠・出産ができるようといったようなことについては記載があったんですが、きちん

と経済的にやっていけるか不安という声がアンケートでありましたので、そういったこと

をきちんとここにも反映させるべきだと考えまして、そういった説明を追記したものです。 

 まずは、一旦この１のところだけ切って、ご意見いただければと。 

 

【会長】 

 ご説明、ありがとうございました。 

 それでは、この資料１／３というもので、１章、２章でしょうか。ご質問等ありました

ら、お願いいたします。 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 よろしくお願いいたします。 

 ６５ページの子ども食堂などの居場所の利用意向といったところに関してなんですが、

世帯主と子のみで構成をされている世帯の１８歳以下のお子さんの保護者及び児童育成手

当を受給している世帯となっていますが、こちらはなぜ子どもではなく、お子さんと表記

したほうがよいのか。ほかのページを見ていると、子どもとなっていたりとかするかと思

いますが、１８歳以下のお子さんの保護者ではなく、１８歳以下の子どもの保護者でもよ

いのではないかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 すみません、よろしいでしょうか。 

 これは、実際に調査対象の方に呼びかけたときの言い方なんですね。それが反映されて

いるので、ひょっとしたら子どもって直したほうが全体としてはとおりがいいかについて

は、検証させてください。 

 

【会長】 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 何かありましたら、また後ほどお声がけいただければと思います。 

 それでは、続きまして、お願いいたします。 

 

【事務局】 

 では、２／３の冊子というか、そちらのほうに進みたいと思います。第３章から始まる

ものなんですが、まず、１０８ページ、ご覧いただけますでしょうか。 

 施策目標第１の未来を担う人づくりの（２）教育の場における子育ちの支援なんですが、

こちら、今現在策定を進めています教育ビジョンで取り上げる事業も多いことから、教育

ビジョン策定の過程の中で、文言の修正が度々行われてございます。ただし、内容といた

しましては、前回お示しをしたものと基本変わってないと思っています。ただ、言い回し

等については、いろいろ変わっているものがございますので、そういったことで青字修正

の箇所が多々あるということでご理解をいただければと思います。 
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 次です。１１５ページから１１６ページ、ご覧いただけますでしょうか。 

 １１６ページの頭に起業体験ワークショップというのがあったんですね。この事業なん

ですが、今後ナンバー２の事業、起業家講演会と併せて行うといったような位置づけにす

るので、事業自体、何か減っているような感じがするんですけど、ただ、基本、１つの項

にまとめたといったようなことで、ナンバー２の起業家精神の醸成といったようなところ

で、２つの事業をまとめて記載をするといったような形を取らせていただいてございます。 

 次です。１２３ページをご覧いただけますでしょうか。 

 中段に性の多様性への理解促進という項目がございます。前回、にじいろ相談の掲載に

ついて、ご意見いただきました。主にこの事業は４つの取組から成るもので、前回の資料

でも、この③には位置づけていまして、その際、こちらで書いておきながら、きちんとお

答えできず、申し訳ございませんでしたが、こういったことで記載をしたいと思います。 

 次です。１４２ページに進んでよろしいでしょうか。 

 １４２ページ、一番下です。給食費の補助についてです。都立の特別支援学校に通われ

ている児童生徒さんにも拡充を行うことから、新規に加える形としてございます。 

 次です。１７８ページにお進みいただいてよろしいでしょうか。１７８ページです。 

 こちらも１つ事業を削除するような形をしてございます。アドバイザー派遣制度の推進

という事業、一番上にあるんですが、これを削除し、社会保険労務士出張相談の推進の中

で、併せてこういった企業へのアドバイスも行うといったような方針に変わりましたので、

こちらについても、単体での事業としては削除という形をしたいと思います。 

 次です。こちらのほうもそんなに説明はないので、併せてやってしまってよろしいでし

ょうか、３冊目のほう。 

 こちらの３冊目の冊子ですが、内容について大きな変更はございません。ただ、今回初

めて、２２０ページになるんですが、ご覧いただけますでしょうか。資料編というものを

初めてお示ししています。 

 現行計画の内容に加え、現行計画でも子ども・子育て会議条例のことですとか、あと、

委員さんの名簿とか、検討の経過などを記載している、あと、子どもの権利条約の話、子

ども権利条約などを掲載しているんですが、それに加えて、今回こども基本法ですとか、

東京都のこども基本条例、また間に合えば、国のこども大綱等を掲載できればと考えてご

ざいます。 

 最後に、すみません、全体的なお話をひとつさせてください。 

 区では、現在基本構想の改定を受け、基本計画等様々な計画の見直しを行ってございま

す。なので、本計画のいわゆる議論の中で、幾つかの事業について、今後は見直すとか、

取りやめることになったとか、そんな報告を度々しましたが、休止、止める事業がある一

方で、新たに取組の検討を行っている事業もございます。１１月中旬頃に実施の目安が立

つのかなといったような思いです。なので、そういったものの中でこの計画に盛り込むべ

きものもあるのではと予測ができます。そういったことも含めて、いろいろ今後、今日の

意見とかも踏まえた形で、いろいろ修正が加わるといったようなことでご理解をいただけ

れば思います。 

 以上です。 

 



8 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 ２／３と３／３についてご説明いただきました。いかがでしょうか、皆さんから、ご質

問等ありましたら。 

 委員、お願いします。 

 

【委員】 

 ２／３の１７９ページなんですが、ここ、青字の部分、「男女共同参画」が消えて、「性

の多様性の尊重意識」ですか、これに変わったんですね。あと、ここの主要事業のナンバ

ー２でまた「男女共同参画」が消えて、「性の多様性の尊重」が大きく出ているんですが、

「性の多様性の尊重」ということと、「男女共同参画」って、全く別物で、「性の多様性」

の中に「男女共同参画」が内包されるわけでもなく、ここで「男女共同参画」というのを

消して、その代わりどこかに移動したのかしら。移動したとしたら、そこを教えてくださ

い。 

 

【事務局】 

 すみません、では、まず私のほうから。この後、所管とも調整していろいろお答えした

いと思うんですが、まず移動ではないです、これ。どこかに男女共同が別に移ったという

わけではありませんので、まずそこだけ。 

 

【事務局】 

 事務局です。まず、性の多様性の尊重、意識に変わっているということでありますけど

も、一応私の課のほうでは、同義と解釈して、今の表記になってございます。 

 以上です。  

 

【委員】 

 では、意見を言わせてください。 

 ジェンダー・ギャップ指数って、日本はかなり落ちていて、１４６か国中１２５位とい

う結果に今なっていますよね。日本では、男女共同参画が非常に遅れていて、もう国際的

に取り残されている状態で、こういう状況の中で学校教育における子どもたちへの教育が

とても大事だと思っています。それで、性の多様性ももちろん大事ですよ。だけど、男女

共同参画意識の形成について、学校教育で必要ないと言われるのはとても心外で、「男女共

同参画」と「性の多様性」というのは全く別物なので、ただの多様性じゃなくて、ここ、

「性の多様性」ですよ。これ全然違うので、それは誤解ではないかと思います。ですので、

「性の多様性の尊重」を書きたければ、別項目でそれも上げていただく、あるいは「性の

多様性の尊重」と「男女共同参画」の両方上げていただく、どちらかだと思います。一番

上の主な取組の中で、二つ目の丸ですかね、その２行目は、「男女共同参画の考え方と性の

多様性の尊重意識を身につけることができるよう配慮を行う」などと書いていただければ

まだいいかなと思います。私どもの団体としては、かなり衝撃的なご提案で、とても理解

に苦しんでいるところです。 
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【事務局】 

 委員のご意見をそのまま受け取れば、恐らく併記がいいのかななんていう思いはあるん

ですけれど、その辺を持ち帰って。 

 

【事務局】 

 検討させていただきたいと思うんですけども、まず、委員の思いを表現できていないと

いうことについては分かりましたので、ただ、同じ意味合いでこちらのほうでは考えさせ

ていただいたところなので、そこだけは申し添えたいと思います。 

 以上です。 

 

【委員】 

 おっしゃることは分かりますけど、「同じ意味合いで考えた」ということについては異議

を唱えたいと思います。男女平等はまだまだ進んでないというか、遅れているこの国の中

で、性の多様性という言葉で全て解決できるという考えは、取り返しのつかないことにな

ると、私どもは思っています。 

 

【会長】 

 すみません。会長としてではなくて、委員としての意見です。今、委員がおっしゃった

のは個人的な思いというよりは、これを分けること自体が普通であると、つまり性の多様

性の問題と、それから男女共同参画というのは別の問題だということですね。やはり男女

共同参画と性の多様性の尊重というのは、別の問題として考えるほうが一般的ではないか

と私も思いますが、いかがでしょうか。 

 ご検討いただけるとありがたいと思います。 

 

【事務局】 

 分かりました。検討させていただきます。 

 

【会長】 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

【副会長】 

 申し訳ありません、瑣末なことなんですが、３／３の２２４ページの第６期の構成がご

ざいますが、会長と副会長が逆ではないかと。 

 

【事務局】 

 逆でした。すみません、申し訳ありません。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。それでは、修正していただければと思います。 
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【事務局】 

 そうですね。大変申し訳ございませんでした、本当に。ご指摘ありがとうございます。 

 

【会長】 

 ほかにいかがでしょうか。ほかによろしいでしょうか。この３分冊になっているところ

の１／３でも結構ですが、何かご質問、ご意見等がありましたら、お願いいたします。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、計画策定について、今後のスケジュール等について、事務局からお願いいた

します。 

 

【事務局】 

 では、すみません、これまで本当に、この件については、いろいろと熱心にご議論いた

だきまして、本当にありがとうございました。 

 区長と教育委員会から、子ども・子育て会議について、本計画策定について諮問し、答

申を得るといったようなことで、その得た答申をこの本計画、２０２４（案）という形で

パブリックコメントに諮り、区民の方々からの意見などを反映させて、３月の教育委員会

で議決を得て、最終的な策定にといったような形になります。 

 本日の会議の意見、また今後幾つか予定されています新規事業の反映ですとか、そうい

った最終的な北区子ども・子育て総合計画２０２４（案）については、正副会長にご確認

いただきまして、子ども・子育て会議からの答申という形にしていきたいと思います。 

 今後のスケジュールですが、今月中に答申をいただいて、先ほど資料にもお示ししたと

おり、１２月１１日から１月１６日までパブリックコメントを実施し、２月に開催になろ

うかと思うんですが、子ども・子育て会議、またこちらで開いて、パブリックコメントで

こんな意見がありました、それを受けて、こんな修正をかけますとか。あと、そういった

ことなどを報告いたしまして、３月教育委員会で決定し、計画策定といったような流れで

進めたらと思いますが、ご理解いただければと思います。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。ということで、進められるということですね。分かりました。 

 それでは、次第の２の②、（仮称）北区子ども条例について、事務局からご説明をお願い

いたします。 

 

【事務局】 

 では、すみません。子ども条例のほうの説明に入りたいと思います。 

 見た目としては、前回提示した基本的な考え方から変わっている部分も多いのかななん

て思われる方もいらっしゃるかと思います。理由ですが、いまだまだ検討中ではございま

すが、条文化された場合の順序や言い回しになるべく近づける形を考えてみました。内容

については、基本、前回のものを踏襲してございますが、変更を加えた部分については、

順を追って説明していきたいと思います。 
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 最初に、名称の案です。前回の会議の最後に、岩崎会長からご意見をいただきましたが、

北区でも子どものアンケート１位だった「幸せ」と、その名称案のアンケートの際、３つ

の選択肢のうちでは、得票数では３位でありながらも、それなりに支持を受けた「権利」

の２つを組み合わせてはどうかと考え、案をつくってみました。ここにたどり着くのはい

ろいろ理由があるんですが、これまで子どもたちから子ども条例について意見聴取を行う

際に、どのようなときに皆さん、幸せを感じますかと、その幸せを受けるに当たり、どん

な権利が必要、どんな権利が裏づけになっているのかといったような形で話を展開します

と、子どもたちも非常に理解がよかったのではといったような経験、そのようなことから、

「幸せ」と「権利」という言葉を２つ並べて、「権利と幸せに関する条例」といった案をつ

くってみました。なので、全体として、条例の名称である幸せという言葉を、条文のほう

にも何か所か反映させるような形を考えています。 

 先に進みますが、条例内容の（２）ですね、３ページになりますが。（２）総則の①の目

的の文章についても、そのようなことで、幸せな状態で成長することができるといったよ

うな文言、加えるような形にしてございます。 

 では、３ページのほうをご覧いただけますでしょうか。 

 ２の条例の内容のうち、（１）の前文についてです。基本、言い回しを整理したことと、

子ども向けアンケートの結果を踏まえて、いわゆる宣言文形式にすることを明記いたしま

した。なお、前文については、パブリックコメントの対象とはいたしません。 

 （２）です。次に、（２）総則の①の目的です。子ども・子育て支援総合計画でも議論と

なりましたが、子どもが主体となる表現を心がけ、若干文言の修正を加えてございます。 

 次に、②の言葉の意味（定義）のところですが、前回提示した案に比べ丁寧な記述を心

がけました。ただし、趣旨を変更した意図はございません。なお、前回は、人を示す言葉

で、「者」というんですか、記者の「者」とか、何だろう、何かいろいろありますよね。い

わゆる、何かごめんなさい、変な例えでならず者とか。何かごめんなさい。そんなあれな

んですけども。それとしていたところを、「人」としてございます。子ども条例というカテ

ゴリーにおいて、他自治体の例を見ますと、「人」というのを使っているほうがそれなりに

多い状況があることが分かりましたので、今回「人」としてはどうかといったような形で、

そろえてございます。 

 あと、また、「育ち学ぶ施設及び団体」という言葉、このようにいいますと、「団体」と

いう言葉に「育ち学ぶ」が修飾しないということが、そういった解釈があるということな

ので、他自治体の例を参考に、ここでいう「団体」というのは、資料で示したとおり、子

どもに係る団体であると、そのように定義づけてしまっておけばどうかといったようなこ

とで、考えてみました。 

 次です。総則③の基本理念です。 

 まず、目的にも書かれている、児童の権利に関する条約といった言い回しの重複を避け

たこと、また、「子どもの最善の利益」という言い回しを、これは他の自治体の事例などを

参考に、平易な表現、「子どもにとって最も善いことは」に置き換えたりといったようなこ

とをしてございます。また、前回は２つの文章ですが、今回は３つの文章から構成する形

としてございます。真ん中の文章を加えたんですが、加えた意図については後ほど説明さ

せてください。 
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 次に、（３）の子どもの権利の保障です。区のほうでは、子どもたちへのアンケート等で、

どの自治体でも漏れなく条例で保障されている権利７つ、あと、幾つかの自治体の条例で

しか規定されていないが、北区としては必要でないかという権利が５つ、さらに区として、

子どもたちからヒアリングの中で、区独自に盛り込んではといったような考えに至った２

つの権利で計１４、紹介してございました。これまでもどれも大切な権利として、子ども

たちにきちんと認識されるようにといったようなご意見をいただいており、区としても条

文化される際、それが分かりやすく伝わればと考え、大切な子どもの権利といったような

項目を新設してみました。 

 アンケートの際には、今申し上げたとおり、１４項目設定したんですが、条例といじめ

については後の条文で丁寧に説明を行うことから、（２）の身体的または精神的な暴力を受

けないといったもので集約すると。また、貧困防止については、権利というよりは、これ

は区等の取組としての要素が強いことや、また（３）にあります、あらゆる事象からの差

別防止に含めることができるのではとも考え、ここから削除いたしました。ただし、本文

のほうには規定を残すことで、決してないがしろにするものではないことを示したいと思

ってございます。 

 次に、自分らしさを大切にするという項目もあったんですが、こことしては、個別の権

利というよりも、条例全体にかかる基本理念に位置づけることがふさわしいのではないか

と考えまして、基本理念の２番目のポチに位置づける案を考えてみました。 

 また、条例制定の趣旨のところとも関連するのですが、差別の要因となる事項について、

前回の会議終了後、委員の方から、性自認についても取り上げるべきではといったような

ご意見をいただきました。条例制定の趣旨については、パブリックコメントの際には明記

されますが、条例が制定された際には、条文に反映されないことなどを踏まえまして、こ

ちらの（３）の①のいわゆる（３）で、これは北区の基本構想から取ったんですけど、家

庭の環境、経済的な状況、社会的身分、年齢、性別、障害の有無、国籍、性的指向、性自

認等によりといったようなことで、詳しく書くような形を考えてみました。 

 次です。このところでは、最後に取り上げたいと思うんですが、繰り返し挑戦できるこ

とというのをつけています。以前、アンケート等を行った際には、「失敗してもやり直すこ

とができる」といったような言い方をしてございました。子ども・子育て会議では非常に

分かりやすくてよいといった意見もございましたが、その後、限られた数ではありますが、

子どもたちに意見聴取を行ったり、庁内での検討を行う中で、失敗といった場合に、頑張

って努力した成果なども含めて失敗と捉えることは、子ども条例に規定する権利としては

いい形ではない、ひょっとしたら改善したほうがいいのではと。失敗あるなしにかかわら

ず、全ての子どもに保障される権利として捉えられる、かつ前向きな表現のほうがよいの

ではないかということで、「繰り返し挑戦できる権利」といったようなことで案を考えてみ

ました。 

 次です。前回の案では、ここに（３）として、子育て・養育の支援という項目がござい

まして、保護者が区から支援等を受けられるといったようなことを規定してございました

が、区の役割と重複することから削除する形を考えました。 

 次に、（４）に進みます。項目の名称について、前回は子どもの安全・安心の保障として

ございましたが、条例名称案を反映し、より広い内容、範囲を網羅できるようにするとと
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もに、項目③にある、子どもが安全・安心に過ごせる環境づくりと、これとも重複を回避

するため、子どもが幸せな状態で成長することができる社会の実現に向けた取組の推進と

いったような項目名を考えてみました。 

 ①の意見表明、参加について、一番上の文章については、前回はあらゆる場面でといっ

たような形で、その例示とともに長文で説明を書いてございましたが、端的なものでいい

んではないかといったようなことで、その辺りの説明を削除する形にしてございます。 

 その下、②の居場所づくりです。子どもたちからの意見聴取の中で、安心、安全に遊ぶ

だけなく、好きな遊びが選択できることも大切といったような意見がございました。区で

もそのような意見を反映させる形で、２番目に、「遊ぶための居場所づくりにあたっては」

といったような項目を入れてございます。 

 次です。④です。子ども一人ひとりに応じた学びの環境づくりについてですが、これは

北区の子どもたちからの意見聴取を基に盛り込んだ独自性の高いもので、区と育ち学ぶ施

設、団体の役割として明記してございます。 

 ⑤についても、④と同様、北区が子どもたちからの意見聴取を基に、盛り込んだ独自性

の高いもので、相談しやすい環境づくり、さらにそういう相談を受けたものに対して秘密

厳守、プライバシー保護が課せられるというか、そういった配慮が必要といったようなこ

とでの条文を盛り込んでみました。 

 ⑤の虐待、体罰です。前回の案では、虐待、体罰の内容が広い範囲に及ぶことを丁寧に

記述したのですが、やはり条例としますと、かなり長くなってしまうこと、また、どれだ

け長くしても、なかなか全体を網羅するのは困難であると捉えました。ただし、他の自治

体のように、例えば法律第何条に規定するといったような書き方をすると、やはり子ども

たちには不親切なのかなと。そんな思いもございまして、法律や東京都の条例などを参考

に、区で監修し発行している手引きがございまして、その表現を引用してみました。そん

なところです。 

 次です。⑥のいじめですが、逆に少々前回に比べて丁寧な記述としてみました。区の条

例については、これをきっかけに、逆に子どもたちにも認識してもらえるといいなといっ

たような思いもあって、あえてここでは言及する形を考えてみました。 

 次、（５）です。区の権利に関する施策の推進、または権利を検証するための委員会、こ

れを前回は２つ項が分かれていたんですけど、それを１つの項にまとめてみたといったよ

うなところです。 

 （６）に進みます。８ページになりますかね。権利擁護委員についてです。他自治体の

記述に比べて、かなり丁寧な記述としているかと思います。条例化に当たっては、一部を

規則で規定するといった手続が今後あるかもしれませんが、今回区としては、このような

やり方でやっていくということをなるべく丁寧に分かりやすい形でお示しすることを考え、

策定したものです。また今日もいろいろ議論いただくことかと思いますが、パブリックコ

メントを経て、区議会の提案を進めるに当たり、区でも多くの職員が何度も見直している

ような状況です。私も見るたびにいろいろな気づき、正直迷いがあります。例えば、「子ど

もの権利条約の趣旨を踏まえ」と書いたんですけど、「趣旨」じゃなくて「理念」のほうが

いいのかなとか思ったりとか、本当に今でもすごく悩んでいるところが多々あります。 

 また、区では子どもたちをはじめ、子どもたちに関わる方に、この取組の周知を兼ねて、
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いろいろ相談してきたんですが、今回子どもの権利条約総合研究所という機関が日本にあ

りまして、そこの学識経験者の方にも相談いたしました。本日の会議までにご意見を反映

させたものをつくるつもりでやり取りを進めていたんですが、若干そのやり取りに時間を

要してしまいまして、やり取りがまた完了できていません。いただいたご意見の中で、例

えば子どもの意見や考えという表現が何か所か出てきます。子どもの意見や考えに加えて、

「思い」とか、「子どもの意見や考えや思い」、もしくは「子どもの意見や考えや気持ち」

とか、そんな言葉にしてみたらどうなのかなんていったような意見等をいただいていまし

て、区としてもいまだいろいろ悩んでいるような状況がございます。 

 ということで、次回以降、皆様が目にする基本的な考え方について、それほど大きな変

更はないかと思うんですけれど、幾つかそういったことで変更がまだ生じる可能性がある

ということは、何とぞご理解いただければと思います。いろいろとまた、今日もご意見い

ただければありがたいです。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 ご説明、ありがとうございました。 

 今、本当に時間をかけて検討してくださっているわけで、今後変更もあり得るというこ

とでしたが、ただいまのご説明に対して、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いいた

します。 

 

【委員】 

 だんだんと整ってきて、大変うれしく思っています。ありがとうございます。 

 では、まず、４ページ、（３）子どもの権利の保障のところですが、アンケートのときに

使った言葉がとても分かりやすくて、私どもの団体の会員は、あの文言のほうがいいので

はないかと意見をもらっています。例えば、「ゆったりと安心できる場所で休めること」と

いうのは、「ゆったりと安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つことができるこ

と」と書いてありましたか。 

 あと、先ほどお話しした「繰り返し挑戦できること」ですが、これも「失敗してもやり

直すことができること」のほうが断然分かりやすいと私も思いますし、私どもの会員もそ

ういう意見で一致しています。「子ども条例タウンミーティング赤羽」に参加した会員から

聞いたことなんですが、そこで高校生から「安心して失敗することができれば、そこから

前に進むことができる」という発言があって、失敗は次への大事な一歩なんだなと感心し

たそうです。失敗し、でもそれを前向きに捉え、次の選択に向かう力が、これからの子ど

もたちには特に必要だと思います。子どもたちが学校でよく「繰り返し挑戦して」と言わ

れているそうで、「挑戦」って、何か敷居が高い言葉で、あまり言われたくないという子ど

もも実はいるそうなんですね。私たちは言われてないのでよく分からなかったんですが、

私も「挑戦して」って、しょっちゅう言われたらうんざりすると思うんですよね。いろい

ろやりたい、試みたいということをやってみて、失敗してもそれは前向きに捉えて、次に

成功するためのステップだなと、そういうような考えのほうがいいんじゃないかなと思い

ます。 

 あと、（８）の文言ですが、最後に、「自己表現ができること」というのがアンケートで
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載っていましたよね。そういうこともとても大事なことで、触れて親しむというだけでは

なくて、自分で表現ができるということも非常に大事なことだと思います。 

 あと、最後、多くなるのはどうかなとも思うんですが、「自分の気持ちが尊重されて、自

分のことは自分で決められること」、自己決定権があることを入れていただけると、もっと

いいかなと思います。 

 それから、（４）の「子どもが幸せな状態で成長することができる社会の実現に向けた取

組の推進」とありますが、何かとても長くて、分かりにくいんですよね。幸せな状態で成

長するというのは前にも書いてあって、それはよく分かるんですが、何回も出てくると、

かなり回りくどいと思います。ユニセフでは、子どもの最善の利益を図るべく、子どもの

権利条約に明記された子どもの権利を満たすために、積極的に取り組む町のことを、「子ど

もにやさしいまち」と呼んでいて、子どもにとって最も身近な自治体レベルで、子どもの

権利条約を具現化する活動を「子どもにやさしいまちづくり事業」というふうに推進して

います。もうこれは、世界的な認識になっていて、日本国内でも多くの自治体でこの言葉

で取り組まれるようになってきているので、「子どもにやさしいまちづくりの推進」という

平易な表現にしたら分かりやすいんじゃないかと思います。世界的な視野を持って、子ど

もにやさしいまちづくりについて理解し、北区の子ども条例の条文に取り入れていただけ

るといいと思いました。 

 また、先ほど、子ども意見表明のところで、「思い」という言葉がありましたが、やっぱ

り気持ちとか思いとかも大事で、「はい、意見ある人。」とか言って、手を挙げて言える子

は別に問題ないんですけど、そういうときに何か意見があるけど恥ずかしくて言えないと

か、そんなすばらしい意見じゃないんじゃないかと自分に自信が持てない子も多い中、ま

た、まだ言葉で発言できない赤ちゃんにも権利が保障されるということで、子どもの気持

ちや思いというのも加筆していただけるといいのではないかと思います。 

 また、そのための具体的な取組としては、子ども会議を設置するということをどこかに

書いていただけるといいかと思います。これまでモニター会議という事業を長らくしてき

ていただいていて、それはそれで、それなりに効果もあったかと思うんですが、今回のタ

ウンミーティングで、子どもたちがなかなかというか、随分予想外に活発にいい意見など

を言っていたようなので、そうしたイベントを子ども会議、小学生、中学生、高校生の子

ども会議に置き換えてやっていくのはどうかなと思います。子ども条例を制定したという

ことで、事業をさらに進めるという意味で、高校生は毎年ではなく１年置きと書いてある

ので、それも毎年やってみたらどうかなと思います。 

 また、１１月２０日はワールド・チルドレンズ・デイ、世界子どもの日となっていて、

これはあちこちの区で１１月２０日をそういった記念の日にしてあるようなことも聞いて

いるので、北区でも１１月２０日を、例えば北区子どもの権利の日として設けて、そうい

う事業を行うということを条文に入れていただけるといいかと思います。どんなことも、

よく、ふだん忘れているんだけど、年に１回イベントをするときに、みんなでそのことに

ついての意識を高めるとか、意識の維持をするのに効果があるということはよく実証され

ているので、そうしたことも大事なことかなと思います。 

 あと、１つ。５ページの（４）の①の三つ目、子どもは、自分の意見と同じように、他

の人の意見を大切にし、尊重することと書いてあって、これは一見別に何の問題もないよ
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うには見えますが、これ、子どもに義務を課すというのは、子ども条例にはそぐわないか

なと思います。ここの、この条例は、大人が責務を負うというか、子どもの幸せのために

大人がこんなことをやろうという見地で書いてあるので、ここでは子どもにこういうこと

をやれという義務として書くのはふさわしくないと思います。例えば、とある子が他の人

の意見を大切にしないし、尊重しないということがあるとしたら、多分、その子がこれま

で育ってきた環境に問題があるということも結構あると思うんです。そういうときは、そ

の子ども、そのお子さんにいろいろほかの人の意見を尊重するためにはどうしたらいいか

とか説明したり、支援したり、話をしてやっていけばいいことであると思うので、ここで、

この文章だけどうも義務的なことを書くのはどうかなと思います。 

 

【事務局】 

 いろいろご意見、ありがとうございました。 

 実は、正直私たちも悩んでいるところが重複しているというか、そんな正直思いもあっ

て、何か発言に救われた部分もありつつ。ただ、例えば、いろいろ、例えばアンケートの

文言も、それは文言も、アンケートを取る際には非常に、それなりに考えてやって、ただ、

条文に落とし込む際には、さあどっちがいいんだろうということでやっていった中で、こ

っちがいいだろうという、区のほうでは思いもあったりして、今こういうところにたどり

着いて。何でしょう、例えば、今の段階では反映させられる部分と反映させられない部分

があるのかななんていう、そんな思いではいるんですけど、意見としては、全然もう、そ

のおっしゃる意見分かるので、それはそれで持ち帰りたいと思うんですが。ただ、私たち

もそれなりに、確かに赤羽の高校生たちが、・・・失敗できることが、それは中学生モニタ

ーの子たちも言ったんですけど、ただ、その中学生モニターの子たちなんかは、失敗でき

るなんて、これはあるといいと言っていた子たちが、この間聞いたら、何度でも挑戦でき

るほう、「繰り返し挑戦」のほうがいいということを言い出したので、どうなのかななんて

いう、そんな思いではいます。 

 この辺りはひょっとしたら、この形で出して、皆さんからご意見いただくような中で、

という部分になるのかもしれません。 

 私、逆に聞きたいのが、もし、例えば、何ですかね。子どもの権利の日ですか、そこら

辺りについては、皆さん、どうなんだろうということを逆に聞きたい、伺いたいぐらいで。

もし、なかなか、今までの議論の中では正直なかった考えなので、もしあれば、意見ある

方いらっしゃればと思いますが。 

 

【会長】 

皆様、いかがでしょうか。１１月２０日が世界子どもの日なんです。ということで、こ

のことを入れたらどうかとご提案だったと思いますが、委員の皆様、いかがでしょうか。

事務局からも、その辺の委員のご意見を伺いたいということがありましたので。 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 いろんなやっぱ活動を、こういうのって出しても意外と流されちゃうことがあるので、
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いろんな、今、何とかデイというのを、すごい啓蒙活動で使われてきていて、それによっ

てすごくやっぱり認知度が上がったりしているというのがあるので、私は賛成です。日に

ちはいつにするかというのは、またご検討いただいてもいいのかもしれないんですけども、

啓蒙する上ではすごく、１年に１回振り返るというのはすごい有効なのかなと思っていま

す。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

【委員】 

 すみません。付け足しますと、１９８９年１１月２０日に子どもの権利条約が国連で採

択されたということを受けて、そのようになっているので、何の根拠もなくこの日がチル

ドレンズ・デイになっているわけではないということと。あと、もう少しいいですかね。 

 （６）子どもの権利擁護、８ページです。そこの（６）の②の（１）委員の仕事という

ところで、三つ目に子どもの権利の侵害からの救済のため、関係者に要請をすることと書

いてあるんですが、これ「要請」って、結構弱い感じがして。子どもの権利を侵害してい

る大人って結構いるんですよね。深刻な侵害もあったりするので、「是正等の勧告」とか、

結構強い言葉を使って、もうすぐにやめさせると、態度を変えさせる。そのくらいやって

もいいんじゃないかなと思います。救済するんですもの、よほどのことですよ、これ。だ

から、要請したぐらいで、嫌ですと言われたら、何か終わってしまうような気がします。 

 それから、この子どものアンケートの集計結果の自由記述って、まだ伺ってないんです

けど、ありましたよね、自由記述。お忙しいと思うんですが、できたらこれが知りたいと

会員から言われています。 

 あとは、この子どもの権利条例について、ウェブページに明記するとか何か、どこかに

書いてありましたよね、どこだっけ。子どもの権利保障に係る普及啓発の出前講座のとこ

ろだと思うんですが、前にお話ししましたが、当然、リーフレットの作成もやってくださ

るものと思っていますが、大人向けと子ども向け、両方のリーフレットを作っていただけ

るといいと思います。 

 あと、この間のタウンミーティングって、多分何をする会だかがよく理解されなくて、

大人の参加が少なかったと思うんですが、条例が制定されるということをきちんと伝えて、

それについての大人向けの説明会、もちろん子ども向けにも各学校などでやる必要ありま

すが、大人、区民に対してしっかり取組が行われてほしいと思います。パブリックコメン

トの期間中などにしていただくと、書きやすいんじゃないかと思います。多分、この条例

のパブリックコメントをお願いしますと言われても、何がどうなのか、分からない人が割

といるんじゃないかと思うので、そんなことも考えていただけるとありがたいと思います。 

 

【会長】 

 ただいまのご意見に対して、何かありますでしょうか。 
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【事務局】 

 パブリックコメントの実施に当たっては、タウンミーティング、なかなか難しいと思う

んで、すみません。ぜひ、子どもたちに意見、大人たちにももちろんそうなんですけれど、

特に子どものことなので、ぜひ子どもたちに伝わりやすいような形、いろいろ考えていき

たいと思います。 

 あと、何でしたっけ。要請のところは、なかなかその方が何の権限を持って是正を、そ

こまで強制力を持っているのかというのは、なかなかその条例の中で、逆に権限持たせる

と、言われたほうは聞かなきゃいけなかったりとかって、そういう側面もあったりするの

で、思いとしては非常に分かるんですが、難しいのかなと思いつつ、持ち帰って検討して

みますが、難しいようなところもあるのかなという思いではあります。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに、ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 すみません、意見ではないんですが、６ページに⑤が２つ存在していまして、こちらは

記述のミスになりますでしょうか。 

 

【事務局】 

 番号がずれていますので、その後修正します。すみません、ありがとうございます。 

 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 

【会長】 

 お願いします。 

 

【委員】 

 ずれるのかもしれないんですけど、リーフレットを作成されているということだったん

ですが、作る予定ということなんですけど。リーフレット、結構配っても子どもたちは見

ないことがあって、虐待防止のカードとかも、配ってはいるけども、結局使い方、子ども

たちは分かってないと言って、学校の先生たちは配るけども、どう説明していいかが分か

らないというのが現実問題あるみたいで、結構、東京都でも問題になっているみたいなの

で。リーフレットを使う、渡すときに、どういうふうに説明をしてほしいというマニュア

ルみたいなのを作って、きちんと、ただ渡すのではなくて、説明していただくのがいいの

かなと思ったので、ご意見しました。 

 

【事務局】 
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 ありがとうございます。本当、作ることがゴールではないので、確かに。ただ、作らな

いと始まらないところもあったりして。ただ、それをどう効果的にするかというのは、本

当に私たちの苦手なところだと思いますので、ぜひぜひ頑張っていきたいと思います。あ

りがとうございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。 

 今のようなご提案も含めて、ほかにいかがでしょうか。 

 

【副会長】 

 ３か所、意見を申し上げます。 

 まず、１ページ目の条約制定の趣旨のところですが、下から４行目のところに、「すべて

の子どもが誰一人取り残されることなく、将来への希望をもって」とありまして、また、

そのすぐ次の行に、「子どもが未来に希望をもち」とありまして、こうした言葉の使い分け

が気になってしまうものなので。「将来」というのは、恐らく自分自身の将来という意味だ

と思いますし、その下の「未来」というのは、未来の社会に希望を持つという意味かなと

思いますので、例えば、「自分の将来」とか、「未来の社会に希望を持ち」のような言葉を

添えると、より具体的になるかと思いました。 

 ２点目としまして、３ページなんですが、（２）の総則①目的の中に、また「将来」とい

う言葉が２行目、３行目に２回出てくるんですが、３行目の「子どもが将来にわたって幸

せな状態で」というのは、「将来」というよりは「生涯」かなという気がしまして、人生を

貫いてという生涯にわたってという意味かと思いました。子どもの権利条約や国のいろい

ろな貧困対策でも、子どもの将来だけじゃなくて、今の子どもの生活を大切にしようとい

うことも言っていますので、将来ももちろん大事なんですが、それだけでなく、生涯にわ

たってというニュアンスもどこかにあるとよろしいかと思いました。 

 そして、４ページ目の、先ほども出てきました、子どもの権利の（９）繰り返し挑戦で

きることなんですが、私も「失敗」というワードがあったことが割とよかったなと思って

いまして。つまり、端的に言うと、失敗する権利というのが子どもにあると思うんです。

失敗しても大丈夫、許されるという、そういうニュアンスが繰り返し挑戦できると言って

しまうとなくなってしまうのかなという気がしまして、確かに失敗というワードとしては

ネガティブなので避けるべきなのかもしれませんが、でも、安心して失敗して、そこから

学び、また次に挑戦できるという、何かそういううまい表現があればいいかなと思いまし

た。 

 以上です。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。いろいろ、先ほど委員からの意見と併せて、いろいろ検討し

たいと思います。ありがとうございます。 

 

【会長】 
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 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 この（仮称）北区子ども条例についてのタイムスケジュールは、前にも伺ったかもしれ

ませんけど、どんな感じになりますでしょうか。 

 

【事務局】 

 すみません。こちらについては、１１月の終わりから１２月の頭か、恐らく１２月１日

からパブリックコメントを行うような形で、パブリックコメントに当たっては、この基本

的な考え方というのをもって、パブリックコメントを実施する予定です。区議会の２月ぐ

らいから始まる定例会があるんですが、そちらに条文案を。基本的には、この基本的な考

え方に沿って条文を作成して、それを議会で承認いただければ、議決いただければといっ

たような形で進めたいと思っています。 

 だから、パブリックコメントの中で、ひょっとしたら委員の皆さん、別にこれについて

は諮問したわけではないので、委員の皆様の意見、全て反映できているわけでもないです

し、いろいろと、例えば、何だろう、繰り返しなんていうのはひょっとしたらそのまま、

今日いただいた意見にもかかわらず、ひょっとしたらそのまま出ちゃった場合には、それ

はそれで、そういった際にまたご意見いただき、それは区議会のほうの中でどっちがいい

んだろうといったような形での議論になるかなと思います。 

 

【会長】 

 分かりました。ご説明、ありがとうございました。 

 それでは、次に行きたいと思います。次第の２の③北区子ども・子育て支援計画２０２

０の令和４年度実績について、それから、④北区子どもの未来応援プランの令和４年度の

実績について、事務局からご説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、北区子ども・子育て支援計画２０２０の実績報告の説明についてです。 

 まず、次世代育成支援子ども計画についてです。 

 全般的な傾向として、保育園、学童クラブ待機児解消といった事業では、令和４年度時

点で、計画最終年度となる令和６年度の目標を既に達成し、実際、保育園も学童クラブも

待機児童ゼロを達成したということで、それなりに進捗が確認できるところですが、その

一方で、参加型の講座ですとか、教室、そういったものについて、昨年ですと、やはりま

だ新型コロナウイルスの感染症の影響等もありまして、目標値に比べて実績が低いものも

ございます。 

 また、昨年度この説明を行った際に、委員の方から保育園や学童クラブの待機児解消の

ように、年々の取組が積み上げて実績となるものについて、進捗が分かるようにとのリク

エストをいただきました。そのため、今回、表に補足という欄を設けてみたんです。目標

値との比較という欄を設けてみたんですが。ただ、実は、このような単年度の実績でなく、

事業を積み上げていく事業というのが、この先ほど紹介いたしました１ページの、１－１

の１、１－１の２の保育園の待機児解消と学童クラブしかありませんで、どちらも既に計
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画に掲げる目標を達成していまして、空欄としました。 

 次に、５ページ、ご覧いただけますでしょうか。 

 ５ページの２つ表があって、上の表の一番下にファミリー・サポート・センター事業と

いうのがありまして、これ、目標値を入れているんですが、これ実は誤りでございまして、

これ、あくまでも未就学と就学というのは、いわゆる年間のサポート活動数という単年度

の実績になりますので、この事業の補足欄の記述は不要です。すみません、削除をお願い

いたします。 

 なお、メインの指標以外で、サービスの受け手となるファミリー会員数ですとか、あと、

サービスの供給源となるサポート会員数、そういった、それはまだ積み上げの数値となる

んですが、本計画において目標値は設定してございませんので、それと混同してしまって、

そこに記載が入ってしまったということですが、基本そんなことです。 

 その他の事業については、質疑の中で説明をしたいと思います。 

 次、１９ページ、ご覧いただけますでしょうか。 

 １９ページ以降ですが、こちらは北区子ども・子育て支援計画２０２０の中で、第５章

に位置づけられています、子ども・子育て支援事業計画に位置づけられていた実績をまと

めたものです。国が指定する事業について、計画では量の見込みと提供体制の確保等を記

載してございます。あわせて、今回の資料では、令和４年度末までの、一部令和５年にも

入り込んだ記述としてございます。こちらについても詳しい説明、詳しい中身については、

質疑の中で、すみません、対応したいと思います。 

 最後に、３１ページ以降が北区子どもの未来応援プラン（東京都北区子どもの貧困対策

に関する計画）の令和４年度実績報告になります。こちらに載っている事業は、未来応援

プランの冊子の５３ページ目以降に各計画の事業が記載されていまして、その事業一覧に

沿って実績をまとめたものです。そもそも、この未来応援プランというのは、先ほども子

ども・子育て支援計画のように、年度を区切って目標を定め達成するといったような性格

の計画ではございません。事業を着実に進めていくことで、子どもの貧困対策をしっかり

進めていくといったような目的の計画でございまして、特段この年に目標値が幾らでとい

ったようなものがございませんので、表の一番右の欄に令和４年度の実績のみお示しして

いるものです。 

 ここで、１点だけお話をさせてください。３７ページ、ご覧いただけますでしょうか。

３７ページの一番下に区有施設等を活用した学習の場や居場所づくりといったような事業

を記載してございます。昨年度同様の報告を行った際に、事務局の間違いによりまして、

子ども食堂等の実績を記載いたしました。これ、委員からだったんですけど、ここの事業

では、いわゆる「みらいきた」が該当するのではといったようなご質問をいただきました。

私、確認しますって答弁して、それっきりになっていて、確認した結果が今年度の資料で

ございまして、「みらいきた」の実績、今年度はしっかり書かせていただきました。きちん

とした回答とおわびにおよそ１年かかる形となってしまい、申し訳ございませんでした。 

 次に、資料４です。 

 資料４は、最後のページだけ、今日、机上に差し替えの資料を置かせていただいたんで

す、すみません。 

 子どもの貧困対策に関する指標の実績というのの令和４年度状況です。北区ではこの計
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画を進めていく中で、進捗状況を把握するために、１７の指標を用意してございます。こ

ちらについても、中身については細かくなってしまいますので、説明は割愛いたしました

が、昨年度、私、この資料説明の際、全体の傾向として、１１番の不登校対策などを除き、

数値として改善傾向にあるといったような説明をしたんですが、今年度は、全般にわたり

その改善傾向が継続しているわけではないといったような認識です。なお、ナンバー４、

ナンバー５、裏面におきまして、ナンバー１７の指標について、若干クリーム色というか、

色づけしたセルがあろうかと思います。そのクリーム色で塗ったところが、事前送付資料

の中で、数値の入力ができていなかったり、数値が間違っていたりということで、今回修

正をした箇所です。個別の内容については、委員の皆様からのご意見等で説明したいと思

います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 ご説明、ありがとうございました。 

 それでは、皆様からご質問、ご意見等いただければと思います。 

 委員、どうぞ。 

 

【委員】 

 資料３の①の１ページからいろいろ数値がある中で、他の自治体でこうした担当をして

いる会員からいろいろ意見がきていて、ご紹介させてください。 

 ショートステイ事業やトワイライトステイ事業などは、虐待の予防に母子分離や家庭分

離ができる自治体の支援メニューの１つですが、実績が少ないのではないかと。北区の人

口の規模で、このぐらいの数なのかという疑問があると。在宅で結構、頑張り過ぎている

方がいるのではないかという意見でした。一方、母子がセットの産後ショートとか、産後

デイケアは伸びてきていて、しかし、乳幼児のショートは少ないのではないか。お泊まり

で、子どもを預けたい保護者と、子どもとしっかり分離が必要な保護者の見極めができて

いるのかがとても気になると。産後ケア事業は、１歳まで国は拡充しているが、北区では、

受入れは４か月児までが限度と聞いていますが、この４か月以降、もっと延長することは

ないのか聞いてほしいと言われています。 

 また、はぴママひよこ面接の２，５００通送って、１，５９９人の面接の実績があって、

１，０００人弱が面接できていないが、この方たちはどのようにフォローされているのか、

とても気になる。切れ目ない支援を行うには、出産後のひよこ面接もきちんとやっていか

ないと支援が滞るのではないかと言っています。 

 それから、養育支援訪問支援事業の実績も少ないのではないか。ヘルパー派遣の実績が

１７家庭で延べ２０８回、もっと派遣したほうがいい、もっと派遣してほしいという家庭

も多分、恐らく多いと思われる。そして、職員の方による訪問が延べ７２０回と書いてあ

りますが、回はいいとして、件数としてはどのくらいの件数なのか、この実件数が知りた

いと。養育支援訪問は在宅支援の柱になるので、そこを教えてくださいということです。 

 最後に、要保護児童地域対策協議会の実務者会議が２回というのは少ないと思いますと。

最低でも四半期に１回は欲しいし、虐待の通告が、たしか６００件強だったと記憶してい
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ますが、個別ケースの検討会が７２件というのは少な過ぎるので、もっとやったほうがい

いのではないかと。母子保護連絡会も年３回となっていますが、月１回ぐらいやってほし

いと。この方も北区で子育てしているので、もう少し手厚い事業にしてほしいと意見です。

北区では、これから児童福祉と母子保健の連携というのは非常に必要なことなので、その

辺がどうも手薄なのではないかという意見をもらっています。どうでしょう。 

 

【会長】 

 それでは、たくさんご質問が出ましたが、事務局のほうからお答えいただければと思い

ます。 

 

【事務局】 

 事務局です。たくさんのご意見を頂戴しまして、ありがとうございます。 

 今すぐ、具体的な数字というところがお示しできないんですが、冒頭にありましたショ

ートステイなんですが、今年度から年齢も拡充していて、相当件数が今上がっているとい

うところで、昨年度の指標としては、数が少ないというところでご指摘いただいていたか

と思うんですが、そういったニーズに応えるべく、サービス拡充を今進めているところで

す。 

 

【事務局】 

 ご質問、ありがとうございます。 

 私からは、はぴママのたまご・ひよこ面接のところで、ひよこ面接の実績が少ないので

はというご指摘等をいただきましたけども。北区では、現状も母子保健と児童福祉の連携

というところ、力を入れてやっているところではあるんですが、児童福祉法の改正等も受

けて、さらに来年度からこの体制を強化していこうと考えています。子ども家庭センター

ということで国が言っていますけども、その機能の構築に向け、現在、子ども未来部と健

康部とで検討している状況です。ですので、来年度から、さらに今よりも母子保健と児童

福祉、この連携を強化して、本当に切れ目のない支援というところをより実現できるよう

な体制を組んでいこうと思っていますので、こちらについては、今後を見ていただけると

ありがたいなと思っています。 

 以上です。 

 

【事務局】 

 あと、細かい数値のところについては、こちらで担当を確認した上で、時間がかかると

は思うんですが、皆様にメール等でお知らせするような形を取りたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 
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【委員】 

 お聞きしたいんですが、９ページ、３－２の６、施設一体型小中一貫校の設置の中で、

実績の中で、教育指導課さんが回答なしというのがあるんですね。同じのが、１５ページ

の教育・保育施設における巡回指導員の派遣で、実績で、教育総合相談センター回答なし、

これは、この事業内容に関して回答なしというのは、あんまりここに書かないほうがいい

という気がしますが、どうでしょうか。 

 

【事務局】 

 正直、おっしゃるとおりで、これは作った際の所管課を書いているんですね。なので、

担当としては、取りまとめの際に、例えば所管課だったりとか、そういうことも、事務的

なことも含めて全部書いちゃっているというのが実情で、表、例えば１ページの一番右の

入力する箇所なんていうのは、これは、もう本当に、これは本当に作成者側の理屈でしか

ないので、そういったようなところも含めて、いろいろ取りまとめも全庁わっとやって、

集計するのが大変だったので、このようなことについては反省と受け止めて、次回以降、

気をつけたいと思います。すみません、ありがとうございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 今、自分自身が４か月の子どもを育児している中なのですが、子育てをしている側の意

見として述べます。 

 まず、先ほども出ましたが、はぴママのひよこ面接については、６月に自分自身の子ど

もが生まれて、８月の頭のほうに予約をしたいと連絡をしたところ、実態として１１月の

末頃まではもう予約がいっぱいだと言われてしまいました。これでは実績が低くても仕方

がないのかなと感じました。実際に予約をして、そのときに聞きたいこともちろんあった

ので、それが１１月まで延びてしまうといったところが、的確な時期に実施されるといっ

た要素も必要なのではないかなといったところが１点と。 

 もう一点は、先日、四、五か月を対象に実施されている離乳食セミナーにも参加したの

ですが、実施状況としては、父親か母親かのどちらかのみが参加できるといったところで

した。そこを知らずに、旦那が休みを取って、二人で参加しようと行ったのですが、片方

だけですとお断りをされて、旦那が参加をするという形になったので、やはり男女共同参

画社会といったところですとか、両親が仕事も育児もするといった社会に変わってきてい

る中で、これでは両親両方が育児に参加するといったところがまだ推進されていないのか

なと。特に片親だけが参加するようなセミナーの内容ではないんじゃないかなと感じまし

たので、お伝えします。 

 以上です。 
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【事務局】 

 すみません、ご意見ありがとうございます。 

 相談なんですけど、確かに、ひよこ面接では確かにお待たせしてしまうような状況があ

って、大変申し訳なかったと思うんですが、北区では、例えば児童館とかの子どもなんで

も相談とか、そういったところにお越しいただければ、その他いろいろなところで子育て

相談をやっていますので、ぜひぜひそういった、本当にそんな何か月もためとくような。

そのとき困っているとき、そのときにタイムリーに聞きたいという話もあるでしょうから、

そういったのはぜひぜひというのと。あと、ひよこ面接での対応がなかなか難しい際には、

児童館での相談を案内、今時点でお困りのことがあるんだったらということで何か案内で

きるような、そういった体制についてもいろいろ考えていきたいと思いますので、すみま

せんでした。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 多分、数字の書き間違いかと思いますが、２５ページと２９ページ、同じような表記な

のですが、預かり保育で、私立幼稚園と私立認定こども園の延べ利用者数が９万ですよね、

これ。読みからすると９０万になるんで、恐らくポイントが違うか、ゼロが１個ついてい

るか、多分どっちかだと思いますので、訂正だけお願いします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございます。９０万はさすがに。１人１回使えば、カウントが１つく・・・

なんですけど、９０はさすがにないような気がします。精査して、実際、すみません、ホ

ームページで公開する際には修正したものを記載したいと思います。申し訳ございません

でした。ありがとうございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 ２ページの上から三つ目、１－１の１７でしょうか、病児・病後児保育（施設型）と、

あとその下の病児・病後児保育の利用料金助成型ということで、２つありますが、こちら

について確認です。 

利用者数延べ７３１人が施設型で、ベビーシッターに対する助成金の利用が７３人、これ
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年間というのは数字に間違いはないですよね？ 

以前、アンケートの結果でも見ていたんですが、この「病児・病後保育を利用したいと思

いますか？」で、圧倒的に利用したくないという回答が多かったんですが、そこは、なぜ

利用したくない人がこんなにいるのか、なぜこれだけの人数でとどまっているのかという

のは、ぜひご検討いただきたいなと。これが実際に子育てしている、両親共働きの我が家

の意見です。 

やっぱり子どもの人口数に対してこの利用数とアンケート結果というのは、それだけ機能

として使いづらいという、１つの答えなんじゃないのかなと思うんですね。 

前にも、分会のときにもお話ししたかもしれませんが、せっかく使える社会資源を実際に

使えないというのは、何か使えない理由がそこにあるわけであって。じゃあ、実際に共働

きの家庭が、また、それぞの家庭で、子どもが突発的に熱を出すというのを、年間どれぐ

らい経験しているのか？と考えると、1、2か月に１、2回の割合で発熱しているという状況

が、個人差はあるにせよ、親御さんの実感としてあるのではないでしょうか？。特にコロ

ナ禍に子育てしているご家庭は、子どもの免疫力が弱っていることを肌感覚で感じている

方々がすくなくないのでは？と思います。 

そうすると、どちらかの親が必ず保育園なり幼稚園なりに迎えに行って、そこから１日、

２日休まなきゃいけない。それぞれのご家庭で協力しながらやりくりしていると想像しま

す。この病児・病後児保育のサービスをもっと利用できるようにしていただきたいなとい

うのが切なる願いです。 

 以上です。 

 

【事務局】 

 貴重なご意見、ありがとうございます。 

 まず、一つ目の病児・病後児保育の施設利用、利用料金助成型のほうの実績が伸びてな

い理由を先にお答えしたいのですけど、これは同様の制度でベビーシッター利用支援事業、

病児・病後児ではなくて、ベビーシッター利用支援事業の補助金というのがかなり東京都

の主導の事業で充実しているものがあります。その補助金の上限額というのが、この病児・

病後児保育の利用料金助成型というものよりも充実している関係で、多くの方が東京都の

ベビーシッター利用支援事業を活用して、病児・病後児のお子さんをご自宅でシッターさ

んが見ていただくという事業をやっている形もあるので、そこに利用が流れている関係で、

実際にこの年間７３人という実績は間違いではなくて、そちらに利用が移っているという

経過がございます。まず、それを１つお答えとします。 

 そして、もう一つ、委員から非常に示唆に富んだご意見だったと思います。そもそも利

用実績が伸びない理由というのは、もともとにその仕組みに、構造上にその問題があるん

じゃないかというご指摘だったと思います。それはご指摘のとおりでありまして、北区で

も、１つ、区外の、文京区の施設なんですけど、その施設も使いながら病児・病後児保育

をその施設に預けて利用される。区内には、そういった施設が３施設、病児・病後児も含

めて３施設あって、合計でその４施設でお子様を施設でお預かりするというやり方をして

います。それと、今、合わせた助成事業でご自宅で見ていただくという方法もあります。

そんな形で、そんなラインナップで事業を行っているところなんですが、実際に、ご自宅
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の利用も、この補助金の助成の件数から見ても、ほかの既存のベビーシッター事業に流れ

ているとはいえ伸びていない、そして、施設の利用実績、施設型のほうの利用実績で見て

も、ご指摘のとおり十分に利用がされていないというのがございます。 

 そこにどんな事業が、利用が進まない理由があるのかというのは、ご指摘のとおり、ま

さに区としても検討を今始めたところでございまして、近隣区でいうと、文京区などがか

なり駅前の複合施設、商業施設、商業ビルの中に、そういった病児・病後児保育の施設を

誘致して、そこで、小児科と非常に連携しながら病児・病後児保育の受入れを行っている

保育施設というのも、そこに助成金を出して事業を実施しているという事業が、モデル事

業があるんです。それを見てみると、やはり利便性がよくて、保護者の方にとって使いや

すい施設であれば、利用実績はかなり伸びていることも確認しています。そういう意味で

は、これまでのやり方と同じ、施設型にしても、同じ病児・病後児保育の施設型を、同様

に数だけを増やすんではなくて、利便性にかなり特化したような、どこか、かなりの利便

性、駅前の、例えば再開発が今進んでいますので、そういった中で、そういう中に事業者

を誘致できないかとか、そんな視点も含めて、今後の病児・病後児保育事業の在り方とい

うのは検討していきたいと思っています。 

 貴重なご意見、ありがとうございました。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 １４ページの、子どもセンター・ティーンズセンターへの移行ということで、事務局に

伺いたいんですが。非公式には何となく伺っていますけど、改めてこの場で教えていただ

きたいんです。当初の計画、令和３年度ですか。わくわく広場できるところから、どんど

ん児童館はティーンズセンターに変更してくという当初の方針、ざっくり伺っていますけ

ど、その後、あんまり進捗してないような気がするんですけど、そこら辺は数値的のこと

も含めて、どんなものでしょうか。教えてください。 

 

【事務局】 

 子どもセンターの移行の検討の進捗ですが、この１４ページに書かせていただいたとお

り、昨年度、令和４年度の実績としては、検討はしたんですが、それ以降のが書いてござ

いません。要は、結論が出ていない状況です。これは、方針を立てた平成２５年からその

ような形で、放課後子ども総合プランが順次できていく中で、子どもセンターへの移行と

いうのも進めていこう、そういうような方向性では進んでいるんですが、いまだ、言葉は

あれですけども、中途半端にとどまっているというところです。 

 ただ、いろいろこの長い１０年間の中で、人口動態も変わってきている、また、改めて

児童館、それから子どもセンター、いずれにしても地域の子育て施設という形の中で、ど

ういった役割を今担っていくのかというのも、いま一度考えていく必要もある、そういう
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ような中で、引き続きそこは検討して、所管課長としては、結論を出していきたい、そう

いうふうには考えてございます。 

 

【委員】 

 ティーンズセンターに移行したところがうまくいかなかったとか、そういうことじゃな

いですね。千隝所長、浮間でやっていらっしゃいましたから、そのことも含めて伺ってい

るんですけど。 

 

【事務局】  

 ティーンズセンターについても、浮間、これがたしか令和２年に複合施設に入ってとい

うところで、第１号としてやっているところです。ただ、その実績の検証もしたかったと

いったところですが、ちょうどコロナ禍が始まったという中で、検証もなかなか難しかっ

たところもあります。今回、先ほど、子どもセンターへの検討も所管課長としてやってい

きたいという考え、それとともに、ティーンズセンターについても同様です。一定程度の

結論というところで考えていきたい、そのようには考えています。 

 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、最後、次第の３、その他ということで、事務局のほうからご説明等、ありま

すでしょうか。 

 

【事務局】 

 特になしということで、大丈夫です。 

 

【会長】 

 そうですか。 

 ありがとうございます。じゃあ、その他というのは、特にないということですね。 

 それでは、ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。以上をもちまして、令和５年度第３回北区子ども・

子育て会議を閉会としたいと思います。どうもありがとうございました。 


